
下
親
田
特
別
保

護
地
区

名

称

第

二

千

四

百

四

十

七

号

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
字
新
巣
地
内
の
林
道
寒
陽
気
線
と
県
道
恵
那
蛭

川
東
白
川
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
進
し
字

源
藤
と
字
新
巣
と
の
字
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
字
界
を
約
二
百
五
十
メ
ー

ト
ル
北
東
進
し
小
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
小
谷
を
南
進
し
同
林

道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

区

域

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
案
等
の
縦
覧

(

自
然
環
境
保
全
課)

三
四
七
ペ
ー
ジ

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

三
四
八

○
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

三
四
八

○
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

三
四
九

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
四
九

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

三
四
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

三
五
〇

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
同

)

三
五
〇

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(
同

)

三
五
〇

公

示

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

(

商
業
流
通
課)

三
五
一

○
平
成
二
十
五
年
度
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
開
催

(

畜

産

課)
三
五
一

○
肉
用
子
牛
生
産
者
補
給
金
等
業
務
を
行
う
協
会
の
指
定

(

同

)
三
五
二

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

三
五
二

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)

三
五
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

三
五
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保
護
地
区
の
指
定
を
す
る
た
め
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び

保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
縦
覧
場
所
を
公
告
す
る
。

な
お
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
区
域
に
係
る
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
六

月
六
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
針
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称
及
び
区
域

二

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
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(
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日

金
曜
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発
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(

休
日
に
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た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日



映
画

種
類

下
親
田
特
別
保

護
地
区

名

称

下
親
田
特
別
保

護
地
区

名

称

激
濡
れ
モ
デ
ル
ふ
し
だ
ら
な
下
半
身

未
亡
人
オ
ナ
ニ
ー
そ
れ
が
欲
し
い

嫁
の
寝
床
恥
知
ら
ず
な
疼
き

喪
服
熟
女
悶
え
っ
ぱ
な
し

妻
の
妹
あ
ぶ
な
い
挑
発

題
名

等

環
境
生
活
部
自
然
環
境
保
全
課
、
中
濃
振
興
局
環
境
課
及
び
東
白
川
村
役
場

縦

覧

場

所

森
林
鳥
獣
生
息

地
の
保
護
区

指

定

区

分

マ
ツ
類
や
広
葉
樹
が
豊
富
な
天
然
林
と
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
か

ら
な
る
人
工
林
が
多
様
な
環
境
を
形
成
す
る
下
親
田
鳥
獣

保
護
区
の
中
で
、
特
に
多
く
の
鳥
類
の
生
息
が
確
認
さ
れ

て
い
る
渓
流
付
近
の
区
域
を
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、

当
該
区
域
に
生
息
す
る
ミ
ソ
サ
ザ
イ
、
ア
ト
リ
、
ム
サ
サ

ビ
な
ど
の
森
林
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
。

指

定

目

的

新
東
宝
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
蔵

映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

同

一
一
・
二
五

同

一
一
・
一
八

平
成
二
五
・
一
一
・
一
一

開
催
年
月
日

マ
イ
PSパ

ー
ト
ナ
ー

(原
題
)W
H
ATC
H
A
W
EARIN

’
？

熟
女
ヘ
ル
パ
ー
癒
し
の
手
ざ
わ
り

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

羽
島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

CJ
Entertainm

ent
Japan

オ
ー
ピ
ー
映
画

三

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
５
月
24日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
五
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

小
早
川

隆
敏

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等
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同

一
一
・
二
五

同

一
一
・
一
八

平
成
二
五
・
一
一
・
一
一

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

羽
島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

上
西
郷

区
域
の
名
称

本
巣
市
文
殊
山
西

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
五
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

小
早
川

隆
敏

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
段
原
一
一
一
七
の
二
、
一
一
二
六
の
二
、
一
一
二
七
の
二
、
一
一
三
一
、

一
一
三
六
、
一
一
四
一
、
一
一
四
二
の
一
、
一
一
四
三
の
一
、
一
一
四
五
の
一
、
一
一
四
六
の
一
、

一
一
四
七
、
一
一
四
九
の
一
か
ら
一
一
四
九
の
三
ま
で
、
一
二
〇
〇
の
一
か
ら
一
二
〇
〇
の
三
ま
で
、

一
二
二
六
、
一
二
二
七
の
一
、
一
二
二
七
の
二
、
一
二
二
八
、
一
二
二
九
の
一
、
一
二
二
九
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
池
田
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
本
巣
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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御
湯
川

区
域
の
名
称

上
西
郷

区
域
の
名
称

瑞
浪
市
釜
戸
町
字
裏
山

区

域

の

所

在

地

本
巣
市
文
殊
山
西

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項 次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

釜
糠
川
上
流

通
り
沢

小
滝
沢

蛇
抜
沢
川

神
徳
川
右
支
渓

区
域
の
名
称

釜
糠
川
上
流

通
り
沢

小
滝
沢

蛇
抜
沢
川

市
原
１
沢

神
徳
川
右
支
渓

瑞
浪
市
稲
津
町
小
里

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
釜
戸
町
字
神
徳

区

域

の

所

在

地

瑞
浪
市
稲
津
町
小
里

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原

瑞
浪
市
土
岐
町
字
志
久
多
計

瑞
浪
市
釜
戸
町
字
神
徳

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項 次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
本
巣
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(
平
成
二
十
一
年

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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公

示

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
審
査

生
殖
器
解
剖

発
情
鑑
定

精
液
精
子
検
査
法

科

目

専

門

科

目

一

般

科

目 科

目

生
殖
器
解
剖

繁
殖
生
理

精
子
生
理

種
付
け
の
理
論

人
工
授
精

畜
産
概
論

家
畜
の
栄
養

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
育
種

関
係
法
規

四七四六八

時

間 五
十
三七四

十
七 四三三七三

時

間

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号)

第
九

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
産
業
会
館
に
係
る
指
定
管
理
者
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

指
定
管
理
者
の
名
称

(

変
更
前)

財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館

(

変
更
後)

一
般
財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

○
平
成
二
十
五
年
度
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
開
催

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
度
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
を
開
催
す
る
の
で
、
岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
五
号)

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

講
習
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
九
日
か
ら

同

年
八
月
二
十
六
日
ま
で

二

開
催
場
所

１

学
科
及
び
実
習
の
一
部

可
児
市
坂
戸

岐
阜
県
農
業
大
学
校

２

実
習

高
山
市
清
見
町

岐
阜
県
畜
産
研
究
所

３

修
業
試
験

可
児
市
坂
戸

岐
阜
県
農
業
大
学
校

三

家
畜
の
種
類

牛

四

受
講
定
員

三
十
名

五

受
講
資
格

牛
の
人
工
授
精
業
務
に
従
事
す
る
予
定
が
あ
り
、
か
つ
、
所
轄
の
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
推
薦
を

受
け
た
者

六

講
習
科
目
及
び
時
間

１

学
科

２

実
習
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事

業

の

種

類

人
工
授
精

施
行
に
係
る
地
区
名

工
事
完
了
年
月
日

四
十
五

平
成
二
十

五
年
三
月

十
三
日

平
成
二
十

五
年
三
月

十
一
日

平
成
二
十

五
年
三
月

十
一
日

平
成
二
十

五
年
二
月

二
十
七
日

平
成
二
十

五
年
二
月

二
十
二
日

平
成
二
十

五
年
二
月

十
二
日

取
消
年
月

日 中
山
間
地
域
総
合
整
備
事

業�
木
組

�
木
塗
装

店 金
森
建
設

株
式
会
社

村
武

三
和
建
築

株
式
会
社

プ
ラ
ン
ト

計
画

商
号
又
は

名
称�

木
正
喜

�
木
茂

代
表
取
締

役

金
森

豊 村
瀬
武
男

三
和
正
行

代
表
取
締

役

加
納

不
二
夫

代
表
者
の

氏
名

下

呂

南

部

地

区

(

鳥
獣
進
入
防
止
施
設
整
備)

下

呂

南

部

地

区

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

大
垣
市
上
石
津

町
牧
田
二
八
三

五
番
地
三

大
垣
市
南
頬
町

四
―
三
―
一
〇

安
八
郡
安
八
町

大
森
四
一
三
番

地
の
二

安
八
郡
輪
之
内

町
楡
俣
新
田
三

八
八

不
破
郡
関
ヶ
原

町
今
須
二
三
二

八
番
地
一

大
垣
市
静
里
町

九
三
八
―
一

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
三
―

一
四
〇
四
五

般
二
十
四
―

一
四
九
一

般
二
十
二
―

一
五
九

般
二
十
三
―

九
五
一
四

般
二
二
―
二

〇
〇
八
一
七

般
二
十
三
―

二
〇
〇
〇
五

二 許
可
番
号 平

成
二
四
・

二
・
二
〇

平
成
二
五
・

三
・
一
九

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

塗
装
工
事
業

建
築
工
事
業

土
木
、
建
築
、
大
工

及
び
と
び
・
土
工
工

事
業

建
築
工
事
業

機
械
器
具
設
置
工
事

業 取
り
消
し
た
工
事
業

七

受
講
手
続

受
講
希
望
者
は
、
岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
受
講
願
書
を
所
轄

の
家
畜
保
健
衛
生
所
を
経
由
し
、
知
事
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

八

受
講
手
数
料

一
万
五
千
円

九

受
講
申
込
書
提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

○
肉
用
子
牛
生
産
者
補
給
金
等
業
務
を
行
う
協
会
の
指
定

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
六
条
第
一
項
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
し
た
法
人

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
畜
産
協
会

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
二
七

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
九
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
九
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
九
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
八
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
八
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
七
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
二
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
二
日

平
成
二
十

五
年
三
月

二
十
一
日

栗
本
硝
子

株
式
会
社

有
限
会
社

マ
ル
キ
大

共
建
設

伊○
製
材

株
式
会
社

西
原
組

株
式
会
社

片
桐
工
務

店 親
和
工
業

株
式
会
社

株
式
会
社

野
原
組

有
限
会
社

稲
子
土
建

水
野
土
木

代
表
取
締

役

栗
本

三
行

代
表
取
締

役

市
橋

浩
二

事
業
主

山
口
貢

代
表
取
締

役

西
原

秋
石

代
表
取
締

役

片
桐

紳
次

代
表
取
締

役

藤
井

紀
代
子

代
表
取
締

役

野
原

徹 代
表
取
締

役

稲
子

盛
雄

事
業
主

水
野
美
佐

雄

瑞
穂
市
本
田
字
五
島
田
八
三
四
番
一
及
び
八

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

岐
阜
市
柳
津
町

本
郷
三
丁
目
一

二
二
番
地

岐
阜
市
菅
生
一

丁
目
九
番
一
―

二
〇
一
号

岐
阜
市
北
野
西

山
一
七
八
番
地

の
一

岐
阜
市
芥
見
南

山
一
丁
目
十
八

番
五
号

岐
阜
市
池
ノ
上

町
三
丁
目
二
十

八
番
地

関
市
稲
口
五
五

八
番
地
の
一

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
春
日
六
合
一

二
四
八
―
一

高
山
市
一
之
宮

町
四
三
一
九
番

地 中
津
川
市
苗
木

六
五
一
―
一

般
二
十
四
―

一
一
五
二
八

般
二
十
二
―

一
五
四
二
〇

般
二
十
三
―

五
五
三
八

般
二
十
―
一

〇
二
〇
五
一

般
二
十
四
―

二
二
四
七

般
二
十
二
―

一
〇
八
二
七

特
二
十
―
一

五
八
五
五

般
二
十
一
―

一
九
三
一

般
二
十
二
―

七
〇
〇
四
三

九

ガ
ラ
ス
及
び
建
具
工

事
業

建
築
工
事
業

建
築
工
事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

ほ
装
、
及
び
し
ゅ
ん

せ
つ
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
ほ
装
工
事
業

造
園
工
事
業

造
園
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工
、

石
及
び
造
園
工
事
業

道
路

公
共
施
設
の

種
類

開
発
登
録
簿

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

平
成
二
十

五
年
四
月

十
九
日

平
成
二
十

五
年
四
月

十
九
日

平
成
二
十

五
年
四
月

十
二
日

平
成
二
十

五
年
四
月

十
二
日

平
成
二
十

五
年
四
月

二
日羽

島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

有
限
会
社

ヒ
サ
ノ
工

業 有
限
会
社

ス
リ
ー
テ
ッ

ク
ス

株
式
会
社

横
田
工
務

店 有
限
会
社

家
柄
木
工

務
店

有
限
会
社

エ
ー
テ
ッ

ク

代
表
取
締

役

佐
橋

典
征

代
表
取
締

役

松
山

雅
一

代
表
取
締

役

横
田

鉄
明

代
表
取
締

役

家
柄

木
清
和

代
表
取
締

役

所
正

憲

岐
阜
市
清
六
三

九
番
地(

朝
日

ビ
ル
三
〇
三
号

室) 加
茂
郡
八
百
津

町
野
上
五
六
六

番
地

羽
島
市
福
寿
町

本
郷
一
五
七
六

の
六

飛
騨
市
神
岡
町

西
一
三
〇
二
番

地 揖
斐
郡
大
野
町

大
字
西
方
四
四

二
番
地

般
二
十
二
―

一
〇
二
二
六

三 般
二
十
二
―

五
〇
〇
四
五

一 般
二
十
三
―

一
二
六
〇
九

般
二
十
三
―

一
二
四
八
一

般
二
十
四
―

三
〇
〇
一
五

二

防
水
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
ほ
装
工
事
業

土
木
、
建
築
及
び
と

び
・
土
工
工
事
業

建
築
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
ほ
装
工
事
業

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
西
建
築
第
八
二
号
の
三

同

二
四
・

九
・

五

同
西
建
築
第
八
〇
号
の
一
三

同

二
四
・
一
二
・
一
四

同
西
建
築
第
七
九
号
の
三

同

二
四
・
一
〇
・
一
二

同
西
建
築
第
八
四
号
の

五同
二
四
・
一
二
・
一
八

同
岐
建
築
第
二
八
号
の
一
六

同

二
五
・

二
・

七

同
岐
建
築
第
二
七
号
の
二
〇

同

二
五
・

三
・

一

号
の
一
八

平
成
二
五
・

一
・
一
六

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
五
之
里
字
板
井
街
道
三

九
四
番
か
ら
三
九
七
番
ま
で

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
字
八
幡
八
六
九
番

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
字
一
本
松
九
一
二
番
二

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
七
丁
目
一
三
三
番
及
び

一
四
〇
番

同

市
別
府
字
井
場
一
ノ
町
一
四
〇
八
番
一
、

一
四
〇
八
番
五
及
び
一
四
四
〇
番
一

三
五
番
一

道
路
、
緑
地

道
路
、
下
水

道 道
路

道
路

水
路

同 同 同 同 同 に
よ
る

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社

セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

井

阪

隆

一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
一
一
一
九
番
地
の
一

有
限
会
社

ア
イ
ケ
ン

代
表
取
締
役

飯

沼

満

大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

愛
知
県
丹
羽
郡
扶
桑
町
大
字
高
雄
字
下
山
一
〇
一
番

地
の
一有

限
会
社

千
竹
地
所

代
表
取
締
役

千

田

一

光

瑞
穂
市
別
府
一
四
二
〇
番
地

廣

瀬

金

之

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉
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成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


